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長崎県建設工事共通仕様書（佐世保市読替版） 
 

目   次 

 

１－１－５２ 建設機械等に使用する燃料費 

 

  追加 

 

  追加 

 

 

共   通 

 

１－１－21 建設副産物 

 ７． 

（３）処理状況等の記録（写真、建設廃棄物処理契約書の写し、マニュフ

ェスト情報等）を完成図書に含めて提出しなければならない。 

 

なお、廃棄物の種類に応じて、下記の状況写真は必ず添付しなければな

らない。 

 

①Ｃｏ・Ａｓ塊：取壊前、取壊集積後、運搬車積載時、処理場搬入時 

 

②木 く ず：伐採前、伐採集積後、運搬車積載時、処理場搬入時 

 

  
長崎県建設工事共通仕様書（佐世保市読替版） 

 
目  次 

 
１－１－５２ 建設機械等に使用する燃料 

 

２－９－３  コンクリート二次製品の耐久性向上 

 
 ２－９－４  コンクリート製品の表示 
 

 

共  通 

 

１－１－21 建設副産物 

 ７． 

（３）マニュフェスト情報等を完成時に提出しなければならない。 

 

 

削 除 
 
 
 削 除 
 
 削 除 
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追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－５－３ コンクリートブロック工 

５．請負者は、コンクリートブロック積の施工にあたり、基礎コンクリー

トの縦断勾配について設計図書に定めがない場合、原則として基礎コン

クリートを水平に施工しなければならない。ただし、縦断勾配３／１０

０程度までは、縦断勾配に平行に施工することもできる。なお、縦断勾

配が３／１００以上の場合は、原則として段切り（一段根入れ高２８３

㎜）を設けて調整しなければならない。これにより難い場合は、監督員

と協議しなければならない。 

２－９－４ コンクリート製品の表示 

本市発注工事に使用するコンクリート二次製品は、次の内容を表示したもの

を使用しなければならない。 

ただし、特殊製品（間知ブロック等）及び製品サイズが小さなもの（インタ

ーロッキング等）で表示ができない製品については、監督員の承諾を得た上

で表示を省略することができる。 

 

１．ＪＩＳ製品の表示 

 ①ＪＩＳマーク 

 ②製造業者名及び製造工場の略号 

 ③製造年月日の略号 

 ④登録機関略号及び認証番号 

 ⑤種類、呼び又はその略号 

２．ＪＩＳ外製品の表示 

 ①製造業者名及び製造工場の略号 

 ②製造年月日の略号 

 ③種類、呼び又はその略号 

 

３－５－３ コンクリートブロック工 

５．請負者は、コンクリートブロック積の施工にあたり、基礎コンクリー

トの縦断勾配について設計図書に定めがない場合、原則として基礎コン

クリートを水平に施工しなければならない。ただし、縦断勾配３／１０

０程度までは、縦断勾配に平行に施工することもできる。なお、縦断勾

配が３／１００以上の場合は、原則として段切り（一段根入れ高）を設

けて調整しなければならない。これにより難い場合は、監督員と協議し

なければならない。 
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３－５－３ コンクリートブロック工 

 １０． 

② 目地は、扇形目地コンクリート（胴込コンクリート）等で調整しな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－５－３ コンクリートブロック工 

 １０． 

② 曲線部の目地は、扇形目地コンクリート（胴込コンクリート）等で

調整しなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


